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常陸太田市パブリック・コメント手続実施案件に関する概要説明書 

  
 

令和 7 年度  第 2 号 

1 案 件 名 常陸太田市新型インフルエンザ等対策行動計画（案） 

2 概 要 

 常陸太田市新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型インフルエン

ザ等対策特別措置法により、茨城県新型インフルエンザ等対策行動計画

に基づき、本市における新型インフルエンザ等対策の実施に関する事項

を定めるもの 

3 公 表 日 令和 8年 1月 22 日（木） 

4 意 見 等 の 提 出 期 限 令和 8年 2月 20 日（金） 

5 資 料 の 公 表 日 時 

1 窓口（6「資料の公表場所」の 1～3 に掲げる場所） 

上記公表日から意見等の提出期限までの期間のうち、次に掲げる日を
除く毎日午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休

日 

(2) 土曜日、日曜日 

2 市ホームページ（6「資料の公表場所」の 4 に掲げる場所） 
上記公表日から意見等の提出期限までの期間中常時 

6 資 料 の 公 表 場 所 

1 健康づくり推進課（所在地は 14「問い合わせ先」の 1 に記載のとおり） 

2 広報広聴課（所在地は 14「問い合わせ先」の 2 に記載のとおり） 

3 各支所 

(1) 金砂郷地域振興課 

〒313-0113 常陸太田市高柿町 137 電話 76-2111 

(2) 水府地域振興課 

〒313-0213 常陸太田市町田町 163-1 電話 85-1111 

(3) 里美地域振興課 

〒311-0505 常陸太田市大中町 1653 電話 82-2111 

4 市ホームページ 
https.//www.city.hitachiota.ibaraki.jp 

7 公 表 資 料 名 常陸太田市新型インフルエンザ等対策行動計画（案） 

8 資 料 の 公 表 方 法 

配布      閲覧      閲覧及び配布 

（注） 7「公表資料」は、6「資料の公表場所」の 1～3 に記載の各所において閲覧に供します。 

    6「資料の公表場所」4 においてはダウンロードによる配布を行います。 

9 公 表 の 周 知 
1 ひたちおおたお知らせ版（令和 7 年 12 月 25 日号） 

2 市ホームページ（令和 8 年 1 月 22 日付） 

10 意 見 を 提 出 で き る 方 

次のいずれかの要件を満たしている方に限ります。 

ア 市内に住所を有する者 

イ 市内の事務所又は事業所に勤務する者 

ウ 市内の学校に在学する者 

エ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

オ その他パブリック・コメント手続に係る事案に利害を有する個人及

び法人その他の団体 



 

11 
意 見 等 の 提 出 方 法 
及 び 提 出 先 

郵便、ファクシミリ、持参、電子メールのいずれかにより提出してく
ださい。意見書の様式は特に定めていませんが、意見書の題名は「常陸
太田市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）パブリック・コメント」
としてください。 

1 提出期間 
令和 8 年 1 月 22 日（木）から令和 8 年 2 月 20 日（金）まで。 
郵便は 2 月 20 日消印有効、ファクシミリ・電子メールは 2 月 20 日 

午後 5 時 15 分到着分まで有効とします。 
持参は、令和 8 年 1 月 22 日（金）から令和 8 年 2 月 20 日（金）まで

の期間のうち、5「資料の公表日時」1 の(1)～（2）に掲げる日を除く毎
日午前 8時 30分から正午まで及び午後 1時から午後 5時 15分まで受け
付けます。 

2 提出先 

(1) 郵便 

14「問い合わせ先」の 1 または 2 に記載のあて先 

(2) ファクシミリ 

（0294）73-1213 

(3) 持参 

6「資料の公表場所」の 1～3 に記載の各所 

(4) 電子メール 

① 健康づくり推進課 
hoken-c1@city.hitachiota.lg.jp 

② 広報広聴課 
koho2@city.hitachiota.lg.jp 

3 提出の際のご注意 
意見等の提出権の確認や必要に応じて提出していただいた意見等の

内容について照会するため、提出者の住所、氏名、勤務先（または学校
名等）を必ず明記してください。 
なお、提出に要する経費は、提出者の負担とさせていただきます。 

12 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 

 意見等提出の際にお預かりした個人情報は、11「意見等の提出方法 

及び提出先」で示した目的のみに利用し、それ以外の目的では利用しま

せん。 

13 意 見 等 の 公 表 

 意見等の取りまとめが済み次第、6「資料の公表場所」において公表し

ます。 
 なお、類似の意見等については取りまとめのうえ公表します。 
 また、提出いただいた意見等について個別に回答することはいたしま
せんので、あらかじめご承知おきください。 

14 問 い 合 わ せ 先 

1 本案件の内容に関すること 
常陸太田市 健康づくり推進課 健康推進係 
（〒313-0041 常陸太田市稲木町 33 番地 電話 73-1212） 

2 パブリック・コメントの実施手続きに関すること 
常陸太田市 広報広聴課 広聴係 
（〒313-8611 常陸太田市金井町 3690 番地 電話 72-3111 内線 126） 

15 備 考  

 


